
 

 

 

（理事長の専決）                                    

 第３７条   理事長は，健康保険法施行令(大正１５年勅令第２４３号。以下「施行令」とい 

       う。)第７条第４項の規定に基づき、緊急に行う必要のあるものを処分すること  

      ができる。 

    ２   理事長は、前項の規定による処置を行ったときは、次の組合会においてこれを報

        告し、組合会において当該事項を決定する場合に必要な議決数をもって承認を得

        なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（付則） 

  １．第３７条の規約を新設し、平成１５年４月１日から適用する。 

  ２．平成１９年２月１６日 組合会の議決をもって条文の一部を変更する。 

    この規約変更は認可の日から施行し、適用する。 

 

 

                   


